
ふじのくにのデジタル化

（撮影地：富士宮市（田貫湖））
（写真提供：静岡県観光協会）　

～「ふじのくにＤＸ推進計画（仮称）」の策定と新しい働き方の推進～

知事直轄組織　デジタル戦略局

　地域社会におけるデジタル化の牽引

　　　　　　　　　　  ・ＩＣＴ等の活用による地域課題の解決、テレワーク等の推進

　　　　　　　　　　  ・デジタル化推進のための人材の育成とデバイドの解消　など

　 市町ＤＸの推進への支援

　　　　　　           ・自治体基幹システムの標準化等に対する支援　など

　 県庁ＤＸの推進と新たな価値の創造

　　　　　　           ・全体最適を意識した県庁内のＤＸ推進、セキュリティ強化

                         ・統計情報やビッグデータ等の積極的活用の推進　など

「ふじのくにＤＸ推進計画（仮称）」骨子（案）のポイント
　　　　   次期総合計画におけるデジタル化に関する分野別計画（予定）

　　　　     官民データ活用推進基本法第９条　静岡県の「官民データ活用推進計画」

　　　　   各部局にデジタル推進官を設置 ⇒ オール県庁の推進体制「デジタル戦略推進本部」　　　　　　　　

　　　　     各分野の専門家の知見を活かす「静岡県デジタル戦略顧問団」

　　　　   デジタル化で社会変革　「誰にも優しく、誰もが豊かに、安全・安心、そして便利に」

位置付け

推進体制

基本理念

基本方針

ふじのくにのデジタル化の実現

県 市町

地域社会



＜安全性の確保＞
ｾｷｭﾘﾃｨ強化、個人情報保護

「ふじのくにＤＸ推進計画（仮称）」骨子（案）　
策定背景

 ➤自然災害の頻発、新型感染症の発生・拡大等を受けた「新しい日常」の模索
 ➤デジタル技術の急速な進展によるSociety5.0実現への期待

 ➤ＩＴ基本法やデジタル社会形成基本法など、デジタル化を推進する法制面の整備
 ➤推進体制（デジタル庁）の整備や自治体ＤＸ推進計画・データ戦略などの方針等策定

社会全体のデジタル化を強力に推進

基本理念 「誰にも優しく、誰もが豊かに、安全・安心、そして便利に」

目指す姿

推進体制

・次期総合計画におけるデジタル化に関する分野別計画（予定）

・官民データ活用推進基本法第９条に基づく本県の「官民データ活用推進計画」

・デジタル戦略局を中心としたオール県庁の推進体制「デジタル戦略推進本部」
・各分野の専門家の知見を活かす「静岡県デジタル戦略顧問団」

  ＩＣＴが支える健やかで心豊かな暮らし

位置付け

 　ＩＣＴを利用して多様に自己実現

　ＩＣＴを取り入れた持続的かつ活力ある経済

　便利なデジタル行政とＩＣＴで支えあう地域
＜つながる・支えあう＞

＜働く・磨く＞

＜学ぶ・究める＞

＜暮らす・楽しむ＞
・いつでも、どこでも、誰もが手軽にデジタル化の恩恵を受けられる社会

政策の柱

推進の視点

②データの活用
　ＩＣＴの利活用により得られるデジタルデータを
　企画立案やサービスの高度化に活用

　「いつでも」「どこからでも」情報にアクセスして
　 活動できる環境を実現

③新しい生活様式への対応

④社会のスマート化
　 デジタル技術を活用して業務の効率化を進め、
　  新たな価値を創造

⑤デジタル化推進のためのリテラシー向上とデバイド解消
　 デジタル化による利便性を誰もが享受し、
　 活用するための土台を構築

・目指す姿の実現を図る５つの柱に基づきデジタル化を推進

県民幸福度の最大化

＜浸透・定着＞
啓発、簡単・便利

＜多様性の尊重＞
価値観、ライフスタイル

＜オープン・協働＞
情報公開、官民協働

・政策の推進に当たり、６つの視点に留意

＜新たな価値の創造＞
ﾃﾞｰﾀ活用、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ促進

・政策を随時見直し、デジタル技術や社会情勢の急激な変化に適応

等等

等 等 等

＜人に優しいデジタル化＞

①ＩＣＴの導入・利活用
　ＤＸの前提となるＩＣＴを積極的に導入し、
　 様々な地域課題の解決などに活用

(Ｒ３)４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 (Ｒ４)１月～

本　庁

東部・熱海・下田

浜松・中遠等

藤枝等

静岡･

富士

【出先機関の配付日程】
日 程　 部  局  名

５月17日～  知事直轄組織、経営管理部、ｽﾎﾟｰﾂ・文化観光部

５月31日～  交通基盤部（電子県庁課配備端末）

６月７日～  くらし・環境部

６月14日～
 経済産業部、危機管理部、出納局、議会事務局、
 人事・監査・労働委事務局、収用委事務局

６月28日～  健康福祉部

【本庁の配付日程】　

＜ＰＣ利用に関する研修＞
・PCエイド（各所属から１人選任）を
　対象に、5～6月に実施
・全職員向けに研修動画を配信

・日程は現在調整中です。
（決定次第、お知らせします。）
・単独事務所は、最寄りの総合庁舎で
　配付する予定です。

※　ディスプレイ等の周辺機器は、各所属のモバイルパソコン配付開始時期に別途一括して配付する予定です。



・外付ディスプレイの活用

・電子申請や電子決裁に

　よる事務処理

・「ペーパーレス ラボ」の

　利用

現在の執務室

オンライン ミーティング

サテライト勤務

テレワークとは？
・在宅勤務
・サテライト勤務
・モバイルワークの３形態

ペーパーレス・ペーパーストックレス

・声と映像で、現場の状況等も共有
・移動時間の削減や旅費の節約

ス
マ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
の
実
現

モバイルワーク

出張先で書類作成や
メールの送受信

在宅勤務

「在宅勤務のルール」を守っ
て実施

ペーパーレス会議が
可能

自席とほぼ同様の業務が可能

協議

データで協議、
修正もその場で

申 請

参考資料は外付
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲで！

データ作成

申 請

申 請

電子決裁 データ保存

起案(紙)

紙打ち出し

起案・保存

事前協議等

（電子申請）

起案(電子)

紙綴り＋データ

（紙申請）

紙で協議

決裁(紙)

●ディスプレイの設置(執務室、会議室)

＜ペーパーレス・ペーパーストックレスの取組＞

＜打合せや会議でのペーパーレス＞

・各自がモバイルパソコンを持参

・資料は外付ディスプレイを利用

　して全員で共有

・資料を修正する場合は

　その場で修正し、その場で確認

●電子決裁の推進　　●机上等の整理整頓

・紙文書をスキャニング

・データ分類、フォルダ整理

●ペーパーレス ラボの設置

（設置場所） 東館15階 スマートワークセンター内
（問  合  せ）０５４－２２１－２９１２(行政経営課)



＜ねらい＞

・どこでも申請・受理が可能　　・迅速な事務処理

・ペーパーレス・ペーパーストックレスな取組の促進

現状：電子申請未導入 6,960手続

目標：新規導入3,130手続(45％)

困難/確認中
564手続
（8％） R3導入予定

3,130手続
（45％）

R4以降検討
3,266手続
（47％）

※令和３年２月調査時点

  ・電子申請システムの普及研修会の実施

  ・個別支援(デジタル戦略課と各課にて

  　電子申請化が困難な原因分析や課題

  　解決に向けた検討)

  ・定期的な進捗管理

（目標達成に向けた具体的な取組内容）

アナログ

デジタイゼーション
（個別最適）

デジタライゼーション
（全体最適）

デジタルトランス
フォーメーション

デジタル化で
社会変革

Step0

Step1

Step2

Step3


